
ご負担をさらに軽減するしくみもあります ②多数回該当 

 過去12か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当とな

り、上限額が下がります。 

所得区分 本来の負担の上限額 

年収約1,160万円～の方 252,600円＋（医療費－842,000円）×1% 

年収約770万～約1,160万円の方 167,400円＋（医療費－558,000円）×1% 

年収約370万～約770万円の方 80,100円＋（医療費－267,000円）×1% 

～年収約370万円 57,600円 

住民税非課税者 35,400円 

多数回該当の場合 

140,100円 

93,000円 

44,400円 

44,400円 

24,600円 

所得区分 本来の負担の上限額 

年収約1,160万円～の方 252,600円＋（医療費－842,000円）×1% 

年収約770万～約1,160万円の方 167,400円＋（医療費－558,000円）×1% 

年収約370万～約770万円の方 80,100円＋（医療費－267,000円）×1% 

～年収約370万円 57,600円 

多数回該当の場合 

140,100円 

93,000円 

44,400円 

44,400円 

＜69歳以下の方の場合＞ 

＜70歳以上の方の場合（平成30年８月以降の診療分）＞ 

（注）「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。 


